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天王町�
飯田川町�

昭和町�

新年あけましておめでとうございます

飯田川町
『しめ縄づくり』
老人クラブのみなさんの活

躍により、大・中・小合わせ

て150個の『しめ縄』ができ

あがりました。

昭和町『凧の会』
平成16年２月８日（日）の12回

目の凧上げ大会に向けて、新し

い凧を制作中。

天王町
私立追分幼稚園の
もちつき大会
幼稚園恒例のもちつき大会

でみんなおおはしゃぎ。一生

懸命もちをついたおかげでい

つもより“おいしく”できま

した。
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平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
（
金
）
天
王
町
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
八
回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
協
議
会
に
は
、
委
員
等
二
十
二
名
が
出
席
し
、
約
八
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
会
長
は
『
本
音
の
と
こ
ろ
で
協
議
を
重
ね
な
が
ら
最
後
は
、
こ
の
合
併
に
懸
け
る
と
い
う
ぐ

ら
い
に
利
害
得
失
を
超
え
た
決
断
が
必
要
と
い
う
小
西
砂
千
夫
教
授
の
講
演
を
心
に
し
、
本
協
議
会
の
前
進
を

期
し
て
い
き
た
い
』
と
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
、
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新
市
の
名
称
な
ど
五
項
目
と
、
ご
み
収
集
運
搬
業
務
の
取
扱
い
な
ど
三

項
目
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
名
称
の
決
定
方
法
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

（
合
併
時
の
事
務
所
の
位
置
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
）

新
市
の
名
称
な
ど
三
項
目
に
つ
い
て
、
調
整
案
の

土
台
づ
く
り
の
た
め
に
協
議
を
進
め
て
い
た
小
委
員

会
の
後
藤
委
員
長
か
ら
調
整
案
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。
報
告
に
よ
る
と
、
小
委
員
会
の
四
回
目
が
平
成

十
五
年
十
二
月
八
日
、
五
回
目
が
十
二
月
十
五
日
に

い
ず
れ
も
天
王
町
役
場
で
開
催
さ
れ
、
調
整
案
が
ま

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

財
産
は
す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ

●
三
町
の
所
有
す
る
財
産
及
び
債
務
に
つ
い
て

は
、
す
べ
て
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

《
継
続
協
議
》

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
協
議
の
中
で
『
県
内
の
事
例
も
参
考
に
し
、
在

任
特
例
期
間
が
一
年
く
ら
い
、
定
数
は
二
十
四
名
が

適
当
だ
と
感
じ
て
い
る
』『
財
政
を
健
全
化
し
て
い

く
た
め
に
は
、
早
い
時
期
に
新
た
な
定
数
で
ス
タ
ー

ト
す
べ
き
で
あ
り
、
在
任
特
例
期
間
は
で
き
れ
ば
一

年
以
内
、
財
政
シ
ュ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
踏
ま
え
定

数
は
二
十
二
人
と
い
う
考
え
で
あ
る
』『
民
意
を
新

市
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
く
の
か
、
議
会
議
員

は
民
意
を
代
弁
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
少

し
検
討
す
る
時
間
が
必
要
で
あ
る
』
な
ど
の
意
見
が

あ
り
、
継
続
協
議
と
し
ま
し
た
。

《
継
続
協
議
》

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
協
議
の
中
で
『
三
町
の
農
業
委
員
会
が

ど
の
程
度
ま
で
の
話
し
合
い
を
行
い
、
ど
う
い
う
考

え
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
提
示
し
て
い
た
だ
き
た

い
』
と
の
意
見
が
あ
り
、
次
回
協
議
会
に
農
業
委
員

会
の
意
向
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
継
続
協
議
と
し
ま

し
た
。ご

み
収
集
運
搬
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

ご
み
収
集
運
搬
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
体
制
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
七
年
度
か
ら
統
一
す
る
。

※
燃
え
る
ご
み
　
　
週
二
回

※
燃
え
な
い
ご
み
　
週
一
回

※
資
源
ご
み
　
　
　
週
一
回

※
粗
大
ご
み
　
　
　
年
四
回

※
廃
タ
イ
ヤ
　
　
　
年
一
回

●
ご
み
袋
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
当
面
現
行
の

と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
販
売
方
法
を
調
整

す
る
。

環
境
対
策
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

環
境
対
策
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
生
ご
み
堆
肥
化
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

七
年
度
か
ら
天
王
町
の
例
に
よ
り
実
施
す
る
。

※
コ
ン
ポ
ス
ト
一
台
に
つ
き
三
、
〇
〇
〇
円
助
成

※
Ｅ
Ｍ
菌
に
よ
る
生
ご
み
減
量
・
堆
肥
化
の
た
め
の
Ｅ

Ｍ
バ
ケ
ツ
を
一
世
帯
に
二
個
で
二
、
〇
〇
〇
円
補
助

※
生
ご
み
搾
り
器
を
無
料
配
布

●
廃
棄
物
減
量
等
推
進
委
員
会
、
廃
棄
物
減
量
等
推

進
協
議
会
及
び
環
境
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
設
置
す
る
。

●
公
害
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
実

施
す
る
。

●
廃
棄
物
処
理
計
画
等
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い

て
策
定
す
る
。

●
し
尿
処
理
に
つ
い
て
は
、
当
面
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

●
合
併
後
、
公
共
施
設
の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証

取
得
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

●
犬
の
登
録
事
務
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

公
立
学
校
の
通
学
区
域
の
取
扱
い

に
つ
い
て

公
立
学
校
の
通
学
区
域
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
公
立
学
校
の
小
学
校
、
中
学
校
の
通
学
区
域
に
つ

い
て
は
、
当
面
現
行
の
と
お
り
と
し
、
必
要
に
応

じ
て
新
市
に
お
い
て
調
整
す
る

新市名称決定までの流れ

新市名称の公募
・新市名称の募集期間は、平成16年2月11日ま
で（詳細については、16ページまたは募集チ
ラシをご覧ください。）

新市名称候補選定小委員会
・選定基準の決定
・応募作品の中から10作品を選定

合併協議会
・10作品の中から新市名称を決定

↓

↓

と
め
ら
れ
ま
し
た
。
続
い
て
小
委
員
会
か
ら
報
告
さ

れ
た
内
容
に
つ
い
て
協
議
が
行
わ
れ
、
小
委
員
会
の

調
整
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

確
認
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

三
町
の
名
称
は
使
用
し
な
い

●
新
市
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
公
募
を
行
っ
た

う
え
で
小
委
員
会
に
お
い
て
候
補
を
絞
り
込

み
、
合
併
協
議
会
で
決
定
す
る
。

た
だ
し
、
三
町
の
名
称
は
使
用
し
な
い
も
の

と
す
る
。

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

現
在
の
天
王
町
役
場
に

●
新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
新
市
の
庁
舎
の

建
設
ま
で
の
間
、
南
秋
田
郡
天
王
町
天
王
字

上
江
川
四
七
番
地
一
〇
〇
と
す
る
。

●
新
市
の
庁
舎
は
本
庁
方
式
に
よ
り
天
王
町
地

内
に
建
設
す
る
も
の
と
し
、
位
置
に
つ
い
て

は
昭
和
町
、
飯
田
川
町
の
住
民
の
利
便
性
を

考
慮
し
、
選
定
す
る
。

●
新
市
の
庁
舎
の
建
設
は
新
市
建
設
計
画
（
財

政
計
画
を
含
む
）
に
明
記
し
、
合
併
特
例
債

の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
期
間
中
に
建
設
す

る
。
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平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
（
金
）
昭
和
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
第
七
回
合
併
協
議
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
協
議
会
に
は
、
委
員
等
二
十
一
名
が
出
席
し
、
約
九
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
会
長
は
『
基
本
三
項
目
が
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
る
が
、
難
し
い
問
題
を
先
送
り
し
な
い
で
、

本
音
の
と
こ
ろ
で
協
議
を
重
ね
な
が
ら
少
し
ず
つ
で
も
前
進
し
て
い
き
た
い
』
と
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
た
後
、
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新
市
の
名
称
な
ど
三
項

目
と
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
な
ど
五
項
目
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

報
告
事
項

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て

新
市
建
設
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
平
成
十
五
年
九

月
十
七
日
〜
九
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ

た
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
れ

ま
し
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、八
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
の
名
称
に
つ
い
て

（
名
称
の
決
定
方
法
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

（
合
併
時
の
事
務
所
の
位
置
の
確
認
）

《
継
続
協
議
》

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
）

新
市
の
名
称
な
ど
三
項
目
に
つ
い
て
は
、
調
整
案

の
土
台
づ
く
り
の
た
め
小
委
員
会
か
ら
の
報
告
が
さ

れ
ま
し
た
が
、
調
整
案
は
小
委
員
会
で
引
き
続
き
協

議
す
る
こ
と
に
な
り
、
協
議
会
に
お
い
て
も
継
続
協

議
と
し
ま
し
た
。

○
小
委
員
会
の
報
告

新
市
の
名
称
、
新
市
の
事
務
所
の
位
置
及
び
財
産

の
取
扱
い
等
に
関
す
る
小
委
員
会
を
平
成
十
五
年
十

一
月
二
十
四
日
に
昭
和
町
役
場
で
開
催
。
そ
の
後
、

各
町
に
持
ち
よ
り
検
討
し
、
十
一
月
二
十
八
日
に
も

昭
和
町
役
場
で
開
催
し
ま
し
た
が
、
引
き
続
き
協
議

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
　

取
扱
い
に
つ
い
て

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
は
、
協
議

の
中
で
『
新
市
の
名
称
等
、
基
本
三
項
目
が
ま
だ
確

認
さ
れ
て
い
な
い
中
で
は
、
議
会
議
員
の
項
目
を
協

議
す
る
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
判
断
で
き
な
い
状
況

で
あ
る
』『
定
数
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
の
上

限
数
で
あ
る
二
十
六
人
で
も
問
題
な
い
と
思
う
。
在

任
特
例
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
の

た
め
有
効
に
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
二
年
は
長

い
よ
う
に
感
じ
る
。
実
例
等
を
参
考
に
期
間
を
決
め

て
ほ
し
い
』
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、
継
続
協

議
と
し
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

農
業
委
員
会
委
員
に
つ
い
て
も
、
議
会
議
員
の
定

数
及
び
任
期
と
同
様
の
意
見
が
あ
り
、
継
続
協
議
と

し
ま
し
た
。

使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
使
用
料
等
の
取
扱
い
）

使
用
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

確
認
し
ま
し
た
。

●
施
設
の
使
用
料
等
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
内
容
及

び
建
設
年
度
が
異
な
り
、
ま
た
、
そ
の
使
用
料
が

地
域
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
原
則
と

し
て
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
一
又

は
類
似
す
る
施
設
等
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
可

能
な
限
り
統
一
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

●
行
政
財
産
及
び
普
通
財
産
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
統
一
す
る
。

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
確
認

し
ま
し
た
。

●
市
章
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
定
め
る
。

●
市
の
木
、
花
、
鳥
、
魚
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て
制
定
を
検
討
す
る
。

●
市
歌
、
市
民
憲
章
及
び
各
種
宣
言
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
制
定
を
検
討
す
る
。

●
表
彰
制
度
に
つ
い
て
は
、新
市
に
お
い
て
定
め
る
。

た
だ
し
、
名
誉
町
民
、
町
特
別
功
労
者
、
町
功
労

者
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

広
報
広
聴
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

広
報
広
聴
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
新
市
に
お
い
て
、
広
報
紙
を
毎
月
一
日
と
十
五
日

に
発
行
す
る
。

●
新
市
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
。

●
新
市
に
お
い
て
、
市
勢
要
覧
を
発
行
す
る
。

●
新
市
に
お
い
て
、
行
政
懇
談
会
を
設
け
る
な
ど
、

住
民
の
行
政
に
対
す
る
意
見
・
要
望
等
の
広
聴
に

十
分
配
慮
す
る
。

■３町広報及びホームページの現況■
▼広報

▼ホームページ

【毎月１日発行】

www.town.tenno.akita.jp/

www.town.showa.akita.jp/

www.iitagawa-town.com/

【毎月１日発行】 【毎月１日発行】
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新
市
ま
ち
づ
く
り
講
演
会
開
催�

天
王
町
・
昭
和
町
・
飯
田
川
町
合
併
協
議
会
主
催
に
よ
る
「
新
市
ま
ち
づ
く
り
講
演
会
」
が
平
成
十
五
年
十
一

月
二
十
四
日
に
関
西
学
院
大
学
大
学
院
の
小
西
砂
千
夫
教
授
を
講
師
に
招
き
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
場
の
羽
城
中
学
校
視
聴
覚
ホ
ー
ル
に
は
三
町
内
外
か
ら
約
二
五
〇
名
の
参
加
者
が
集
ま
り
、
熱
弁
に
耳
を
傾

け
ま
し
た
。

小
西
教
授
は
「
市
町
村
合
併
の
動
向
と
自
治
体
の
決
断
」
と
題
し
て
関
西
弁
で
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
一
時

間
半
に
わ
た
り
講
演
し
ま
し
た
。

住
民
関
与
の
あ
り
方

合
併
を
し
た
く
て
仕
方
な
い
人
な
ん
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
押
し
て
ま
で
や
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
理
由
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
合
併
を
通
じ
て

何
か
新
し
い
目
標
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
前
向
き

な
気
持
ち
が
な
い
と
合
併
と
い
う
も
の
は
で
き
ま
せ

ん
。ど

ん
な
合
併
も
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で

す
が
、
や
り
さ
え
す
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
ま
せ
ん
。
大
事
な
の
は
、
住
民
が
侃
々
諤
々(

か

ん
か
ん
が
く
が
く)

の
議
論
を
し
て
、
地
域
全
体
が

下
し
た
決
断
に
責
任
を
と
れ
る
ま
で
議
論
を
煮
詰
め

る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
町
長
や
議
会
議
員
は
合

併
問
題
に
判
を
押
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
方
分
権
改
革
以
来
の
経
緯

市
町
村
合
併
の
流
れ
は
、
省
庁
主
導
で
は
な
く
て

政
治
主
導
の
政
策
で
す
。
今
、
日
本
の
国
は
都
市
と

農
村
の
対
立
と
い
う
の
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
、
都
市

に
ウ
ェ
イ
ト
を
持
っ
て
こ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、
政
治
主
導
の
市
町
村
合

併
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
合
併
な
ん

か
誰
が
す
る
か
』、
と
捨
て
て
し
ま
う
の
も
一
つ
の

道
で
す
。
で
す
が
、
こ
の
逆
風
の
流
れ
を
何
と
か
逆

手
に
と
っ
て
良
い
も
の
を
後
ろ
の
世
代
に
残
そ
う
と

い
う
、
前
向
き
の
気
持
ち
が
あ
れ
ば
地
域
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
出
て
き
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
の
は
こ

の
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
最
大
限
出
な
い
と
で
き
ま

せ
ん
。市

町
村
合
併
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由

『
市
町
村
合
併
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
』
こ
こ
が

一
番
大
事
な
所
で
す
。理
由
は
二
つ
半
あ
り
ま
し
て
、

一
つ
目
は
住
民
が
生
活
し
て
い
る
範
囲
と
行
政
区
域

が
一
致
し
た
方
が
政
策
が
し
や
す
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。

市
町
村
行
政
と
い
う
の
は
住
民
の
生
活
に
直
接
関

わ
る
生
活
行
政
で
す
。
普
通
に
行
き
来
す
る
地
域
で

そ
れ
ぞ
れ
行
政
区
域
が
分
か
れ
て
い
る
と
、
生
活
行

政
は
や
り
に
く
い
わ
け
で
す
か
ら
生
活
圏
は
一
つ
の

行
政
区
域
で
あ
っ
た
方
が
い
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

こ
の
三
町
が
直
ち
に
今
日
に
で
も
合
併
し
な
さ
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
が
、
生
活
圏
が
一
致
し
て

い
る
と
こ
ろ
は
、
合
併
の
話
が
一
度
消
え
た
と
し
て

も
ま
た
先
に
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
に
し

て
も
長
い
目
で
見
れ
ば
逃
れ
ら
れ
な
い
問
題
だ
と
思

い
ま
す
。

二
つ
目
の
理
由
で
す
が
、
合
併
と
い
う
も
の
は

『
住
民
自
治
』
よ
り
も
、『
団
体
自
治
』
に
す
ご
く
ウ

ェ
イ
ト
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
自
治
と
い
う
観
点
か

ら
見
れ
ば
主
役
は
あ
く
ま
で
住
民
自
治
で
団
体
自
治

は
そ
の
土
台
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
土
台
が
ボ
コ
ボ
コ

で
は
住
民
自
治
そ
の
も
の
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
団

体
自
治
と
い
う
土
台
の
上
に
住
民
自
治
と
い
う
も
の

が
乗
っ
て
総
体
と
し
て
自
治
で
あ
っ
て
、
そ
の
両
方

が
上
手
く
か
み
合
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

住
民
自
治
と
い
う
の
は
自
分
自
身
の
問
題
で
は
な

く
て
、
地
域
の
共
同
の
問
題
を
担
い
合
う
と
い
う
も

の
で
す
。
消
防
や
防
災
な
ん
て
そ
の
典
型
で
す
。
合

併
に
対
す
る
反
対
論
の
要
旨
を
見
る
と
、
せ
っ
か
く

住
民
が
一
生
懸
命
そ
こ
で
地
に
足
の
つ
い
た
自
治
活

動
を
し
て
き
て
い
る
の
に
そ
れ
が
崩
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て

実
際
に
合
併
に
動
き
出
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
合

併
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
自
治
の
形
は
守
っ
て

も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
住
民
自
治

を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
合
併
を
議
論
し
て
も
意
味
が

な
い
で
す
。
し
っ
か
り
し
た
住
民
自
治
の
舞
台
で
あ

る
団
体
自
治
を
創
り
あ
げ
る
こ
と
こ
そ
が
合
併
の
基

本
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
そ
の
団
体
自
治
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う

と
、
こ
れ
は
役
場
を
指
す
と
考
え
て
も
ら
え
れ
ば
い

い
で
す
。
市
町
村
は
規
模
の
大
小
に
よ
っ
て
権
限
に

差
を
つ
け
な
い
、
と
言
う
の
が
日
本
の
地
方
自
治
の

大
原
則
と
し
て
あ
り
ま
し
て
、
小
規
模
自
治
体
ほ
ど

職
員
の
負
担
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
し
か
も
市
町
村

の
仕
事
は
増
え
る
一
方
で
す
。
こ
の
三
町
も
合
併
の

必
要
が
全
く
な
い
と
い
う
職
員
規
模
で
は
な
く
、
団

体
自
治
の
強
化
と
い
う
意
味
で
合
併
を
目
指
す
の
は

自
然
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

二
つ
半
あ
る
理
由
の
あ
と
の
半
分
で
す
が
こ
れ
は

や
っ
ぱ
り
財
政
で
す
。
こ
れ
か
ら
財
政
が
厳
し
く
な

っ
て
い
く
中
で
、
今
ま
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持

し
て
い
く
の
は
無
理
で
す
。
た
だ
し
合
併
し
た
ら
維

持
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
う
簡
単
で
は
な
く
、
や
る

べ
き
行
政
改
革
は
や
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
確
か

に
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
し
は
緩
和
す
る
こ
と

は
で
き
ま
す
が
、
完
全
に
払
拭
で
き
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
十
年
、
十
五
年
と
い
う
優
遇
期
間
が
過

ぎ
て
し
ま
え
ば
、
合
併
し
て
も
し
な
く
て
も
厳
し
さ

は
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
今
一
時
の
お

金
だ
け
の
理
由
で
合
併
す
る
、
と
い
う
の
は
勧
め
ま

せ
ん
。ポ

ス
ト
合
併
特
例
法

地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
に
よ
れ
ば
、
十
七
年
四

月
以
降
の
合
併
特
例
法
で
は
、
人
口
一
万
人
未
満
の

合
併
し
な
か
っ
た
自
治
体
に
は
都
道
府
県
が
勧
告
を

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
は
今
見
送

っ
た
と
し
て
も
、
人
口
規
模
や
歴
史
的
背
景
か
ら
ど

う
し
て
も
勧
告
さ
れ
る
地
域
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
機
会
に
で
き
る
だ
け
期
限
ま
で
議
論
を
煮
詰
め

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

自
治
体
の
決
断
を
左
右
す
る
も
の

や
は
り
合
併
に
伴
っ
て
利
害
得
失
は
出
て
く
る
わ

け
で
す
。
き
め
細
か
く
調
整
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

体
に
損
得
が
出
な
い
よ
う
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
最
後
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
て

い
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
合
併
し
た
所
と
い
う
の

は
損
得
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
決
断
を
し
て
い
る
感
じ

が
あ
り
ま
す
。

町
長
も
、
議
会
議
員
も
、
職
員
も
、
住
民
も
『
こ

の
合
併
に
懸
け
よ
う
』
と
い
う
熱
い
思
い
が
出
て
き

た
時
に
初
め
て
合
併
は
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
十
七

年
三
月
ま
で
議
論
を
煮
詰
め
、
考
え
る
べ
き
事
は
考

え
た
と
い
う
形
で
合
併
に
つ
い
て
決
断
し
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
。

講
演
の
要
旨
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新市のまちづくりのための住民アンケート調査結果新市のまちづくりのための住民アンケート調査結果

新市建設計画の策定にあたり、新市における住民の行政やまちづくりに対する意向・要望・ニ

ーズ等を把握するため、平成15年9月17日～9月29日まで、無作為抽出した３町の15歳以上の住

民3,100人の方に住民アンケート調査を実施しました。その内容について一部抜粋して紹介いた

します。

調査票の配布・回収は次のとおりです。

①施設の利用経験率

公民館・分館、公園・広場、体育館・武道

館等、文教・スポーツ関連の施設と児童福祉

関連の施設の利用が比較的多いと言えます。

②未利用者の今後の利用意向

現在も比較的利用の進んでいる施設に加え、

福祉センター等高齢者福祉に絡む諸施設への利

用意向が比較的強く現れており、高齢化が一段

と進んでいく今後は高齢者福祉施設へのニーズ

が非常に高いことがうかがえます。

③新規整備や改修等の希望

具体的には、次のような要望がありました。

【レジャー関連】
* 高齢者から若者・子どもまで広くレジャーが楽しめる場の確保。

* 公園や広場の施設増設等の機能拡充や美化等。

* 温泉の新設や宿泊施設の設置。

* 買物の楽しめる商業施設や、若者を中心としたアミューズメント施設の誘致。

【スポーツ施設】
* 体育館の雨漏り対策や観覧席の設置。

* トレーニング施設の新設や機器の充実。

* プールの屋内化と温水化。

* サッカーやラグビー等の競技ができるグラウンドの新設や野球場の改修。

* 飯田川町の高齢者層を中心に、グラウンドゴルフ場の新設（建設中）

【コミュニティ施設】
* 公民館、分館、コミュニティセンター等の新設・改修（トイレ、流し等含む）。

* 世代間や高齢者の交流の促進、音響設備の向上や防音設備の強化。

【文化・学習関連】
* 音楽・芸術等が一体的に利用できる施設として文化会館の新設。

* 蔵書の充実や図書検索を含めた図書館の整備拡充。飯田川町では図書館の新設。

* 美術館や資料館、生涯学習施設等の整備。

* パソコンを利用できる環境や、講習の機会の拡充。

１．公共施設の利用状況

無回答が全体の73.0%を占め、特に具体的な希望がないの

が大勢ですが、希望する内容は多岐に渡っています。
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全　　体�

天 王 町�

昭 和 町�

飯田川町�

新規整備��y改修� 新規整備＋改修��y無回答�

14.5 10.5 2.0 73.0

13.9 10.6 1.9 73.6

15.6 10.1 2.0 72.3

15.0 11.0 1.8 72.2



1011

新市のまちづくりのための

住民アンケート調査結果

【子ども関連】
* 30代前後を中心に、子どもが安心して遊べる施設として児童館、公園の設置。

* 共働きの世帯からは託児所や保育園、学童保育の充実。

* 保育園の受入れ枠拡大や24時間化、0才児受入れなどの子育て支援の拡充。

* 地区児童館や幼稚園の改築や改装。

【保健医療福祉関連】
* 高齢者や壮年層を中心に老人ホームや老人保健施設の整備。

* 各種介護支援サービスの充実。

* 老人憩いの家の改修(トイレ等)。

* 障害者支援施設、斎場、墓地公園の整備。

【社会インフラ基盤・公共交通等】
* 公共交通網の整備、プレジャーボートの係留施設、下水道、情報通信基盤（ケーブルテレビ

や携帯電話の通話エリア拡大）の整備。

* ３町間の連絡機能の強化や既存の道路の改修、歩行者や車椅子の方が利用しやすい歩道の整

備。

* 駅舎と駅前広場の改修。

【その他】
* 町営住宅の改修や、ごみ置き場の管理強化(カラス対策等)、就職支援施設(ハローワーク等)の

整備。

* 天王町民からは、役場庁舎の改築あるいは新設と、駐車場が確保できる立地への移転等。

* 合併後の支所機能の充実。

* 電話による行政相談対応の強化。

* 防災無線等の改善。

２．生活環境についての評価

現在の生活環境について、全体的には住みよい

と感じる住民が約７割と多く、一定の評価がされ

ています。

３．優先的に取り組むべき施策

最も多かったのは、「保健・医療の充実」であり、次いで行財政運営の効率化、社会福祉、子育て支援、

幼児・学校教育の充実、産業振興、道路、上下水道等のインフラ整備などが、比較的重要視すべき施策

として捉えられています。

４．分野ごとの重要課題

①高齢社会

ある程度住みよい　60.9％�

少し�
住みにくい�
13.3％�

無回答�
9.2％�

非常に�
住みよい�
12.1％�

わからない　2.4％�

非常に�
住みにくい�
2.1％�

「高齢者の生きがいづくり」、「老人ホームや施設の充実」が最も高く、以下「ひ

とり暮らし高齢者への支援」、「在宅福祉サービスの充実」が続いています。

60代・70代では、他の年齢層に比べて「高齢者の生きがいづくり」や「高齢者の

健康の維持・増進」を重視する人が多くなっています。
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高齢者の健康の維持・増進�
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在宅福祉サービスの充実�

老人ホームなどの施設の充実�
高齢者のための住宅対策�
安全なまちづくりの推進�

高齢者と子供たちとの交流促進�
学校における敬老教育�

老人クラブの育成�
バスなど公共交通手段の整備�
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新市のまちづくりのための

住民アンケート調査結果

②子育て支援⑤産業振興

ごみの減量とリサイクル、児童・青少年の健全育成、公園・道路・河川など

の清掃等は住民主体で取り組むべきと考える住民が多くなっています。

バリアフリー等まちづくり活動や施設管理・運営については、行政主体で取

り組むことが望まれています。

③青少年育成

④環境保護

子育て支援では、「子育てがしやすい労働環境・職場環境の整備促進」が最も重

視され、次いで「子育てに伴う経済的支援の充実」、「子供が生き生きと遊べる広

場・公園等の整備」となっており、これら3項目が他に比べて圧倒的に多くの人が

重要視しています。

子育てが始まる20・30代は経済的支援を最も必要としています。

青少年育成については、「家庭におけるしつけ・教育」が最も多く、次いで「地

域が一体となったしつけ・教育」となっており、学校への依存は低くなっていま

す。

10代の回答では、「家庭によるしつけ・教育」という答えは比較的低く、「非行

防止活動の推進」、「青少年に有害な環境の浄化」等、どちらかと言えば行政や社

会の役割に期待する傾向が出ています。

「ごみの減量化や分別の徹底」が群を抜いており、６割弱という値になってい

ます。次いで「生ごみの肥料化」と「省エネルギーの推進」が続いています。

20代・30代はリサイクルマーケットを他の年齢層より強い利用意向を示してい

るほか、50代は緑化の推進を重要視しています。

産業振興では、「成長力のある先端技術企業の誘致」が最も多く、次いで「新し

い工場の誘致」、「地域内の商店街など既存商業の活性化」、「新たな観光施設など

を整備した観光等の振興」、「農林水産業の振興」となっています。

⑥住民参画の

あり方
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新市のまちづくりのための

住民アンケート調査結果

５．新市将来構想への期待

全体の約7割は前向きに評価しているもの

と言えます。

③文教・福祉政策等、住民生活環境について

●福祉では、全体的に高齢者福祉に関する要望・意見が多くなっています。

●医療費、介護保険料、国民健康保険税等に対する要望も多くありました。

●保育サービス等共働き家庭への行政による支援、妊婦検診等少子化対策への積極的対応も求められ

ています。

●買物における不便を訴える人が多く、スーパー等、都市型のサービス・商業施設を誘致すべきとの

声が多く寄せられています。

●ごみ袋が高い、分別回収が徹底されていない、ごみ回収が非効率、ごみ袋に名前を書く事はプライ

バシー上問題がある等と、ごみに関し多様な問題が提起されています。

●安全へのニーズも高く、特に、小学生の通学等における安全確保が求められています。

④公共施設や生活基盤について

●文教施設ではグラウンド、体育施設、図書館、コミュニティ施設等、福祉では保育所や高齢者施設、

総合病院等多様な要望がありました。

●鉄道路線が異なり移動が不便なため、３町の公共施設や各地域を巡回するバス路線の整備を求める

声のほか、鉄道とバスとの連絡の改善を求める意見もありました。

●幹線道路から生活道路、各地区間を結ぶ道路の新設や拡幅が求められる一方、道路の補修に関する

意見も多く出ています。

●中途半端なハコモノではなく、きちんとした施設をひとつ設置し、また施設が一定の地域に偏らな

いように等、公共施設整備のあり方についても提言されています。

⑤産業振興・雇用拡大について

●地域経済や社会の活性化のためにも、若者の働く場の確保が急務であると言う認識があります。若

者に限らず、中高年の雇用機会創出についての要望も多くありました。

●雇用拡大には、工場誘致や農林水産業の振興といった意見もありますが、観光産業に着目したもの

が多くなっています。

⑥行政サービスのあり方、行政改革等について

●住民の多くがスリムな行政ときめ細かいサービスの両方を求めています。税金を引き下げ、かつ住

民へのサービスの低下を招かないような効率的な行財政運営、無駄な事業の見直しによる経費削減、

施設の統廃合等の意見があるほか、民間委託の活用といったものもありました。

●職員や議員の削減要望も多いほか、職員の能力向上や意識改革を求める意見もありました。

●苦情や相談を受け付ける窓口の設置を求める意見もありました。

●土日のサービス提供や、分館・支所の活用・行政手続等、きめ細かな行政サービスを期待する向き

が少なくありません。

６．新市のまちづくりを進めていくにあたっての意見・要望
合計576件(記入率41.6%)にのぼる意見・要望が寄せられました。

①合併のあり方、進め方等について

●合併に向けた協議が住民の目線で住民のために尽くされ、合併に伴い生じる様々な壁を乗り越えて、

よりよい結果が生まれることを多くの住民が望んでいます。

●一方、現在のままでよいといった考えや、身近な問題を解決することが先決という理由、他の合併

の枠組の可能性等から、今回の合併への反対意見もありました。

●合併することは是認しつつも、３町の融和、地域エゴ、一部の地域の切り捨てや偏重、住民サービ

スの低下等への不安を訴える意見もありました。

●合併を進めるにあたっては、町と住民とのコミュニケーションが不可欠と考える意見も多く見られ

ます。

●新市将来構想には、期待する声もあるものの、具体性や効果、実現可能性への不安・不満も出てい

ます。

●合併後の新市の名称や庁舎についての意見も多くありました。

②まちづくりのあり方について

●若者が定住しやすいまちづくりと、高齢者が暮らしやすいまちづくりを望む声が多くなっています。

●若者にとって魅力的な施設のサービス、生活上の利便性向上策が必要という意見が多く、具体的に

は雇用の場の創出・確保が多くありました。

●高齢者の暮らしでは、年金や介護、医療等の各種福祉サービスの充実と、老後の生きがいづくりへ

の支援を望む意見が多くありました。

●これからの子供たちに対して、夢や希望をもつことのできる地域社会と、安全にすくすくと育つこ

とのできる環境づくりも求められています。

●地域特性や、これまでの町のよさを活かすことが重要視されており、自然環境を守り、古きよきも

のを保存していくこと等が大切なものとして考えられています。

●秋田市の近郊としての立地上の特性を地域の活性化につなげていく提言もありました。

まずまず私の希望する�
方向にある　61.7％�

私の希望する�
方向にある　6.1％�

私の希望と�
やや方向・内容が�
異なる　7.1％�

私の希望と�
全く方向・内容が�
異なる　2.2％�

その他�
12.1％�

無回答�
10.8％�
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〒010－0201 南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事務局

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５
http://www.tsi-gappei.jp/ E-mail：soumu@tsi-gappei.jp

●事務局●

■印刷／株式会社　塚田美術印刷

第９回合併協議会は、平成１６年１月２３日

（金）午後２時から飯田川町公民館で開催します。

どなたでも傍聴できますのでお気軽においで

ください。

informationinformation インフォメーション

合併協定項目の状況
１　合併の方式
２　合併の期日……目標期日を確認
３　新市の名称……決定方法を確認
４　新市の事務所の位置
５　財産の取扱い……財産及び債務の取扱いを確認
６　議会議員の定数及び任期の取扱い……決定方法を確認
７　農業委員会委員の定数及び任期の取扱い……決定方法を確認
８　地方税の取扱い
９　一般職の職員の身分の取扱い
１０　特別職の身分の取扱い
１１　条例、規則等の取扱い
１２　事務組織及び機構の取扱い

（本庁組織、出先機関、付属機関)
１３　一部事務組合等の取扱い

（一部事務組合、協議会、第三セクター）
１４　使用料、手数料等の取扱い……使用料等の取扱いを確認
１５　公共団体等の取扱い
１６　補助金、交付金等の取扱い
１７　町名、字名の取扱い
１８　慣行の取扱い

（市章、木・花・鳥・歌、憲章・宣言）
１９　国民健康保険事業の取扱い
２０　介護保険事業の取扱い
２１　消防団の取扱い
２２　行政区の取扱い
２３　地域審議会の取扱い
２４　各種事務事業の取扱い
２４－１　国際交流事業
２４－２　電算システム事業
２４－３　広報広聴関係事業
２４－４　納税関係事業
２４－５　消防防災関係事業
２４－６　交通関係事業
２４－７　窓口業務
２４－８　保健衛生事業
２４－９　障害者福祉事業
２４－１０　高齢者福祉事業
２４－１１　児童福祉事業
２４－１２　保育事業
２４－１３　生活保護事業
２４－１４　その他の福祉事業
２４－１５　社会福祉協議会
２４－１６　健康づくり事業
２４－１７　ごみ収集運搬業務
２４－１８　環境対策事業
２４－１９　農林水産関係事業
２４－２０　商工、観光関係事業
２４－２１　勤労者、消費者関連事業
２４－２２　建設関係事業
２４－２３　上水道、下水道事業
２４－２４　公立学校の通学地域
２４－２５　学校教育事業
２４－２６　文化振興事業
２４－２７　コミュニティ施策
２４－２８　社会教育事業
２４－２９　その他の事業

（総合計画・行政改革大綱などの各種計
画・指定金融機関・入札制度等）

２５　新市建設計画について……新市将来構想・策定
方針を確認

※第８回までに確認された案件は赤色

◆応募期間

平成１５年１２月２２日
～平成１６年２月１１日まで

◆応募資格

３町の居住者又は出身者
小学生以上

◆応募方法

『新市の名称、ふりがな』『提案理由』『住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別』『電話番号』
『３町の出身者は出身地の町名』を明記のうえ、
応募用紙、はがき、電子メール、ファックスによ

り合併事務局まで送付いただくか、応募用紙を３

町役場等に設置している専用の応募箱に投函して

ください。

※必要事項が記載されていないものは無効となる

場合があります。

◆記念品　

採用作品応募者の中から抽選により

名付け親賞・・・　１名（５万円相当の記念品）

採用作品応募者の中で

上記抽選にもれた方の中から

優　秀　賞・・・１０名以内（５千円の図書券）

◆結果の公表

新市名称は合併協議会において決定次第、合併

協議会だより、合併協議会ホームページ、３町広

報等でお知らせいたします。

詳しくは
募集チラシをご覧ください。


